
 

    午後３時０１分 休憩 

    午後３時２０分 再開 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 

 

   大道寺 信議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 市政一般に関する質問を続行い

たします。 

 次に、順位５番、議席番号３番、大道寺信議

員。 

  （３番大道寺信議員登壇） 

○３番 大道寺 信議員 本定例会に当たり通告

してあります２点について質問をいたします。 

 まず第１点目は、事務管理公社と公民館のあ

り方についてであります。この質問につきまし

ては先ほどの髙橋孝夫議員の質問と重複します

けれども、ご理解をいただきまして答弁をいた

だきたいと思います。 

私は、昨年６月の定例会一般質問において事

務管理公社の位置づけについて質問をいたしま

した。その内容は、「事務管理公社は任意団体

といっていますが、理事長が市の総務課長であ

り、理事もいわば市の関係する課長等の充て職

となっており、民間ともいえない。あえていう

ならば公共的団体というのかもしれません。こ

れからの民間委託を進める上で委託先として考

えられる団体であるのか等含め、その位置づけ

についてどう考えるのか。また、行財政改革の

実施計画では事務管理公社の今後のあり方を検

討するとなっていますが、どのような検討状況

なのか」というものでした。これに対する答弁

では、当時の総務課長から、行革の関連では

「斎場は民間委託が実施済みであり、庁舎の清

掃は３名から１名に減らし進んでいる。公民館

は、職員の処遇問題があり難しいところがある

ことから、教育委員会でさらに検討してもらう

ことにお願いしている。公社存廃については、

公民館の関係がはっきりするまでは言えないの

で、それらを見た上での対応となると思う」と

の内容でした。 

 一方、本年６月定例会では、長井税務署の調

査により事務管理公社が消費税法等においては

課税事業者であることが判明し、これに伴い消

費税納付額の補正予算が提案されました。これ

に関する質疑が交わされたことはご承知のとお

りであります。そして、今後の事務管理公社の

あり方については、この機会に従来から指摘さ

れてきた公社組織の運営上の課題等を解消する

とともに、資金の有効活用を図るために公社へ

の業務委託の妥当性・必要性について見直しを

行う。この結果により、今年度の存廃も視野に

入れ公社形態の見直しを行い、来年度から新た

な枠組みで対応していきたいとしています。 

 これらの経過を踏まえ、以下質問をいたしま

す。 

 １点目は、事務管理公社に対する基本的考え

についてであります。 

市長は、行財政改革の基本は「民間でできる

ことは民間で」という方針で進めると言われて

います。６月定例会においても、蒲生吉夫議員

の予算総括質疑でも、その基本的な考えで事務

管理公社も検討したい旨の答弁をされたと思い

ます。再度確認の意味でお聞きをしますが、基

本的には事務管理公社を廃止し、業務を民間委

託していくことが基本であるとのお考えか、ま

た、その場合、委託している業務別に委託先を

考えていくのかについて市長のお考えをお聞き

をいたします。 

 ２点目は、公社職員の処遇についてでありま

す。 

 昨年６月の答弁では、特に公民館は職員の処
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遇問題の点で難しいことから進んでいないとの

答弁があり、本年６月の予算総括質疑でも、市

長からは処遇面がネックになり進まなかったと

の発言がありました。しかし、消費税問題を機

にこれを進めるとなると、当然処遇問題をどの

ようにするかが問題となります。さらに、公社

職員には処遇面での考え方が説明がなされたと

聞いていますが、その内容について事務管理公

社の理事長でもある総務課長にお聞きをいたし

ます。 

 同時に、これからの処遇のあり方は、自立計

画で行政業務を民間委託する場合の委託料の積

算にも大きく影響すると思います。本年３月の

定例会一般質問で蒲生光男議員から、図書館の

職員体制の変更に伴い、定時補助職員の賃金制

度を正職員と同様の仕事をする場合にはそれ相

当の賃金表に改めるべきではないかとの質問が

なされていますが、そういった考えに基づいた

処遇のあり方を検討すべきであると考えます。

先ほども申し上げましたが、今後進むであろう

民間委託にも大きくかかわるものであり、現行

の公社職員の処遇のあり方がよいのかどうかも

含め検討すべきと考えます。市長の見解をお伺

いをいたします。 

 ３点目は、単に消費税回避の考えでは問題が

あるのではないかについてであります。 

 今回の事務管理公社の見直しについては、行

財政改革の実施計画にも取り上げ検討されてき

たものでありますが、特に公民館職員の処遇問

題等から実施がおくれてきたことは説明があっ

たとおりであります。しかし、消費税問題が出

たことにより、来年度から実施するように検討

を進めることにしたと理解するわけですが、そ

うすると、一面では処遇問題が解決すれば実施

できると言えるかもしれません。 

私はそうではなくて、先ほど申し上げたとお

り、また、これまでも協働のルールづくりとい

うことで質問してきたとおり、これからの長井

市の自立計画を進める上でも、現在公社に委託

している業務ごとにどのような委託方式がよい

のかも十分検討し進めるべきであると思います。

公民館はもちろんですが、生涯学習プラザ、市

民文化会館の施設管理はどうあるべきか、コン

ポストセンターはどうあるべきか、また、今後

の民間委託業務との関連はどうなのかなども含

め、単に消費税がかからないように区分してい

くという考えではなく検討していくべきではな

いかと考えます。市長のお考えをお聞きをいた

します。 

 ４点目は、公民館運営の今後のあり方につい

て教育長にお聞きをいたします。 

 先ほど申し上げたとおり、事務管理公社のあ

り方では公民館主事の処遇問題がネックと言わ

れていますが、私は、これからの公民館運営の

あり方をどうするかがまず検討されなければな

らないと思います。その上に立って主事の処遇

のあり方も十分検討されるべきと考えます。そ

ういう視点で何点かお聞きをいたします。 

 長井市の公民館運営は、昭和58年度から地区

公民館の事業運営を地区住民で組織する地区公

民館運営協議会に委託をしています。この背景

には、社会教育の重点施策として職員の常駐に

よる公民館事業の活性化が求められていたこと、

当時の中曽根内閣の推進した民間活力の導入に

当時の齋藤市長が積極的だったこと等が挙げら

れるようです。この方式は「長井方式」と呼ば

れています。今日、「民間でできることは民間

で」と盛んに言われ、もちろん目黒市政の基本

方針でもありますが、16年前から実施してきた

ことはまさに先見の明があったと思います。佐

賀県佐賀市では、公立公民館のあり方を見直し、

いわゆる長井方式に変更していく方針を決定し、

17年度から実施していくことになったようです。

その「はじめに」の項に、「これからの時代は

これまで以上に地方分権が進展し、地方のこと

や地域のことは地域住民である市民自身で考え、
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その方向性を判断し決定することを求められて

きます。こうした点からも、公民館運営への地

域住民の参加を通して、地域自治の向上や確立

がさらに期待できるものと判断しています」と

されています。まさにこれからの時代に必要で

あることが、既に長井は16年前から実践してい

ることになります。 

 しかし、時代環境は大きく変化し、公民館や

社会教育を取り巻く環境も変化してきているこ

とはご承知のとおりであります。その意味で、

これまでの長井方式の成果と課題を検証し、こ

れからの公民館活動のあり方を検討していくべ

きと思いますが、その成果と課題についてどの

ようにとらえておられるのかについて教育長に

お伺いをいたします。 

 ２点目は、人事に対する考え方であります。 

 公民館主事は、長井方式導入後は市の臨時職

員、昭和63年からは運営協議会職員、平成３年

からは市の臨時職員に戻り、さらに平成７年か

らは事務管理公社職員となっています。その都

度、待遇の変更や人数の変更、地元採用から公

募への変更など、人事制度が頻繁に変更されて

きました。社会教育という公の仕事に携わって

いる主事の方は、まさに振り回されてきたと思

います。 

 また、各地区に合った特色ある事業展開には

長く同じ公民館で仕事をしていただくのは必要

なのかもしれませんが、長井市としての社会教

育の一端を担っていることからすれば、人材育

成が重要であり、また各地区の活動のベクトル

も合わせていかなければならないと思います。

そういった点では、一定の人事交流の必要性も

あるのではないかと考えます。 

 大事なのは、教育という公の仕事を担ってい

ることから、もちろん処遇に対する考えは重要

であることは言うまでもありませんが、所管す

る教育委員会として人事に対する考えをはっき

りしていくことが必要であると考えます。教育

長の見解をお伺いをいたします。 

 ３点目は、事務管理公社からどこに委託先を

変更するのか決定していないという段階で言う

のはおかしいのかもしれませんが、委託できる

ところとなると各地区の運営協議会になること

が順当ではないかと思います。そういう前提で

言えば、運営組織の形態が現在のままでよいの

か検討が必要ではないかと思います。決定して

いない段階ですので私が考えていることのみ申

し上げて、今後の検討の一つにしていただきた

いと思います。 

 一つは、各地区の運営協議会で今後のあり方

を議論していただくことが必要であります。こ

れまでと違うのは、職員の雇用も入りますので、

館長委任事項以外の職務を遂行することになる

などについて十分理解していただく必要がある

と考えます。当然、現在の館長と協議会会長は

分離することが必要になると思います。さらに、

各地区公民館相互の連携と連絡調整を図る組織

が必要になると思います。佐賀市では、その組

織として公民館運営協議会連合会を設置するこ

とになっています。連合会では、各協議会より

委任を受け、協議会職員の人事及び福利厚生等

に関する事項や各種研究に関する事項、全公民

館が統一すべき事項などについて行うことにな

っています。こういう事例も参考にして検討す

べきと考えます。教育長のご見解があればお伺

いしたいと思います。 

 ４点目は、教育委員会の役割についてであり

ます。 

 行政業務の民間委託が進んでくると、懸念さ

れるのが丸投げ状態にならないかということで

はないかと思います。これは教育委員会がそう

だということではなくて、全体的に言えること

であると思います。そういう点でいえば、子育

てや青少年問題、環境問題、高齢化社会、ＩＴ

の進展など生涯教育環境が大きく変わり住民ニ

ーズも多様化している中で、公民館の活動もま
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すます重要になっていると思います。この変化

に対応して活動を推進するためには教育委員会

の指導や支援は不可欠であると思いますが、い

わゆる丸投げにならないために教育委員会の役

割についてどのようにお考えかお聞きをいたし

ます。 

 次に、大きな２点目でありますけれども、浄

化槽市町村整備推進事業についてであります。 

 この事業は、３月定例会で条例が可決し、17

年度から導入されたものであります。私は、こ

の事業の必要性を何度も取り上げさせていただ

いたわけでありますが、実現していただいたこ

とにまず感謝を申し上げる次第であります。ぜ

ひ市民生活の快適さと河川の浄化という点で大

いに普及してほしいと思っておりますので、事

業実施から約５カ月が経過しての状況について

何点かお聞きをいたしますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 まず、現在の設置状況についてであります。

この浄化槽整備事業の設置目標は、昨年12月の

答弁では10年間で1,000戸、30％を目標にした

いとのことでした。私からは、未設置戸数

3,000戸があるので30年かかるという計算にな

るが、もう少し早目に整備していくことができ

ないかと質問いたしましたが、建設課長からは、

まずどれぐらい申請が来るか見きわめて、申請

が多くなれば短期間に整備するような計画も必

要と思っているとの答弁がありました。そこで、

現在の整備事業での設置状況がどのようになっ

ているか建設課長にお伺いをいたします。設置

というよりは申請といった方がよいのかもしれ

ませんが、でき得れば地区別も含めてあわせて

お願いを申し上げたいと思います。 

 次に、推進する上での課題でありますが、昨

年12月の予算総括質疑では、分担金や使用料等

については検討をお願いした事項について取り

入れていただいたわけですが、一部関係団体と

の協議が必要な事項もあったと思いますので、

その点も含めてお聞きをいたします。 

 一つには、工事の発注についてできるだけま

とめて入札したいとのことでしたが、実際はど

うなのか、さらに問題はないと考えているのか。

二つ目は、放流先の同意は得られたのか。三つ

目として、用水路に放流する場合、個人が関係

者の同意を得なければならないというのが大変

だという話がまだあるというのが現実でありま

して、市で申請はできないのか。四つ目として、

放流先の整備についても要望がありましたが、

具体的に整備した事例があるのかなどについて

の状況も含めてお伺いをいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 大道寺議員のご質問にお答えを

申し上げます。 

 公社の組織運営につきましては、設立当初に

想定していなかった業務の受託による肥大化、

役職員が市職員を兼ねることの妥当性、業務の

公社への委託の必要性の低下などの課題が以前

から指摘されておりまして、このたびの消費税

課税問題を契機として存廃を含めた見直しを図

るとしたものであります。 

見直しは、単に消費税を回避することが目的

ではなくて、原則として、公社設立当初の状況

に一たん立ち返りながら個別の業務ごとに公社

委託の必要性・妥当性について再検討すると。

業務ごとに、公社以外に能力を有し受託可能な

団体について既存団体を含めて検討する。指定

管理者の導入についても検討する。今年度には

関係者等と協議し、18年度から全体として新た

な枠組みで対応したい。職員の皆様の身分切り

かえに当たっては、現在の待遇を著しく低下す

ることのないように配慮をしたいという基本的

な考え方により調整を図っているところであり

ます。 

 庁舎以外の公民館、市民文化会館、生涯学習
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プラザ、レインボープランコンポストセンター

などは公の施設であり、可能であれば指定管理

者制度の活用による管理委託が望ましいものと

考えておりますが、今後、条件整備が図られメ

リットが確保される見通しがつくなど、機運が

熟した段階でさらに検討を深めていきたいと思

います。来年度は、当面、能力と意欲のある団

体へ業務委託方式を採用するのも一つかなとい

うふうに思っているところであります。 

 なお、現在のところ、本庁舎の清掃、電話交

換、事務局事務については、当面存続させる公

社に委託し、それ以外の業務については、来年

度から民間団体を含め公社以外でも受託能力を

有する団体に委託する方向で、各業務の担当課

長を中心に調整をしております。 

 縮小して当面存続する公社には、事務局の事

務員、これは事務局の職員１名を残すのは、こ

れは新たな委託団体が行う人事や給与、社会保

険業務の執行について当分の間は支援をしてい

かなければいけないのではないかということを

想定しているからであります。 

 公社の職員の皆さんにつきましては、６月30

日に第１回説明会を開催し、消費税課税問題と

今後の公社の見直しの方向について概要を説明

いたしました。８月12日の第２回の説明会では、

事務管理公社の縮小に伴う諸条件の整理につい

て説明を行ったところであります。 

 説明の内容は、現在の公社職員は18年３月31

日付で一応全員退職すると。存続する公社に残

る清掃１名、電話交換２名、事務局員１名に従

事する職員は、新年度に再雇用をすると。職員

の委託先によって待遇に格差が生じる可能性が

あることから、存続をする公社を含め移行先で

も中小企業退職金制度に一律には加入はしない。

新たな団体に移行する職員で継続雇用を希望す

る職員については、継続して勤務できるように

配慮をしたい。給与、旅費等については、現行

水準を確保できるよう委託料を積算をしていき

たい。社会保険、労働保険も加入するように配

慮をしていきたい。就業規則については、現在

の公社の内容を適用するよう新たな団体に要請

をするなどということであります。 

 特に公民館業務につきましては、住民主導の

地域づくり、地域主体の公民館運営という長井

方式の原点に立ち返るべきではないかという観

点から、ご指摘のように先駆的なものでもあり

ましたし、今でも佐賀等で実施されているとい

うことでありますので、来年度以降、ご指摘の

ように、あるいはご提案のように、各地区の公

民館運営協議会への委託が適当ではないかと考

えております。佐賀市のケースは、実際的・実

務的に大いに参考になるものではないかという

ふうに思っております。 

 いずれにしても、教育委員会で公民館のあり

方等について職員の処遇等を含め早急に検討さ

れ、適切に対応していただけるものと考えてお

りますので、よろしくご指導、ご協力、ご鞭撻

をお願いを申し上げたいと思います。 

 以下につきましては、教育長等で答弁をさせ

ていただきます。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 大道寺議員の方から公民館運

営の今後のあり方についてということで４点質

問がございますので、お答えをしたいと思いま

す。 

 １点目の長井方式の成果と課題についてです

が、まず成果として３点お話をします。運営協

議会が設置されて事業ごとの専門部制がしかれ、

部ごとの企画運営が充実してきているなど、住

民ニーズに即した特色ある公民館活動が展開さ

れ、公民館活動の活性化が図られたのではない

かというふうに考えています。２点目は、身近

な地域の公民館として親しみを持たれ、事業へ

の参加促進が図られ、地域の連帯感が増してき

た。３点目、地域文化振興事業の充実や生涯学

習、生涯スポーツの振興が図られてきている。 
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 課題として３点。一つは、公民館主事の雇用

形態、待遇面での安定化が必要である。２番目

が、事業等のマンネリ化が懸念される。３番目、

今は心の豊かさが求められ、住民のニーズも多

様化しております。それに対応できる主事の資

質の向上が求められていると思っています。 

 大きな２点目、人事に対する考え方について

お答えをします。 

 昨年の６月10日付で事務管理公社理事長から、

行財政改革推進委員会である委員の方から公民

館職員の人事交流を実施すべきとの意見をいた

だいたということで、教育委員会に対して人事

交流について検討してほしい等の依頼がありま

したので、検討したところです。教育委員会の

結論は、各地区公民館長などの意見を踏まえな

がら、長井方式を推進する上で公民館主事の異

動はなじまないという判断をさせていただきま

した。 

しかしながら、先ほども上げました課題もあ

りますので、以下３点ほどの条件をつけて回答

をしたところです。一つは、事業の活性化、マ

ンネリ化対策として、各館の特色ある事業実施

に当たって、職員の交流を図り業務の研さんに

努める。２点目が、館長、主事の研修の充実を

図る。運営審議会、運営協議会の機能強化を図

る。３番目として、事務事業の評価を行い事業

の見直しを図る。以上の３点をクリアすれば、

先ほど申し上げた課題についてはカバーできる

のではないかというふうに思いますし、生涯学

習の推進、地域活性化の中心的な役割を担って

いる公民館主事の資質の向上につながるという

ふうに考えています。また、それらに対する今

年度の実績の検証結果によっては、来年度以降、

教育委員会としても主事の交流について検討を

する必要が出てくることもあるというふうに考

えています。 

 大きな３点目、運営組織の形態についてお答

えをします。 

 佐賀市が行おうとしている公民館運営協議会

連合会の役割は、長井市においては現在その一

部は館長会で行っているわけですけれども、連

合会的な組織は検討すべき課題であるなという

ふうに思っています。大道寺議員ご指摘のよう

に、人事、福利厚生、各種研修、また長井市の

公民館として統一すべき事項など、今後の公民

館職員の位置づけによっては大事な課題になり

ますので、連合会的な組織の検討は必要かと考

えます。 

 公民館主事の身分を運営協議会職員とする場

合においては、館長会とか各地区運営協議会に

おいて丁寧に説明していきたいと考えています。 

現在、館長は運営協議会の会長になっていま

すが、分離する必要があるのではないかとのご

指摘ですけれども、現在、主事の身分というの

は事務管理公社職員になっていますので、事務

管理公社の理事の指示によって動かなければな

りませんが、主事と館長は教育委員会でも任命

していますので、館長の命でも動かなければな

らないことになっています。今後、事業のスム

ーズな運営を考えた場合は、指示管理系統の一

本化を図る上からも、館長と運営協議会の会長

は分離しない方が望ましいというふうに考えて

います。 

４番目の教育委員会の役割についてですけれ

ども、公的な社会教育施設については、委託し

た場合においても行政がかかわって運営してい

くことが望ましいと考えていますので、従来ど

おり館長会、主事会、生涯学習担当者会等も継

続しながら、第４次の総合計画に織り込まれた

長井市全体の生涯学習のビジョンを具現化され

るよう、教育委員会としての方向性を示す上で

の指導援助は必要であるというふうに考えてい

るところです。 

以上です。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 
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質問の内容につきましては、事務管理公社職

員に対する処遇面での考え方の説明会の内容に

ついてということでございました。 

 初に、事務管理公社見直しの理由からちょ

っと述べさせていただきたいというふうに思い

ますが、これまでも議会の皆さんからもご指摘

ありました事項ですが、一つには、組織運営上

の問題点としまして組織の肥大化による組織の

形骸化。それから二つ目には、任命・命令権と

委託料の二重性。特に公民館業務では人件費と

事業費がそれぞれ分かれて出ているというふう

なところ。それから、公社形態の必要性の低下。

公社設立当時とは異なりまして、一部業務委託

については民間業者への委託も可能というふう

になってきております。実質的に人件費を負担

するだけという実態は業務委託の概念と異なる

もので、公社形態の必要性は低下しているとい

うふうなところもございました。そして四つ目

には、市職員の兼職の妥当性というふうなとこ

ろでございます。理事長、理事、監事、事務局

長、会計は市職員で充て職で任命されておりま

す。このたび、税務当局によりまして委託関係

が請負と認定されたことになりました。それに

伴い、請負先の組織の役職員を請負元である市

の職員が兼ねるということにつきましては、原

則適当でないというふうなことになりまして、

この事務管理公社の組織そのもののあり方につ

いて早急に検討する必要が生じてきたというふ

うな見直しの理由でございます。 

 それに伴いまして、見直しの方向といたしま

しては、市長の方からも説明、答弁ありました

が、個々の業務について公社への委託の妥当

性・必要性について再検討を行う。今年度中に

関係者、関係機関等と協議を行いまして、来年

度から新たな枠組みで対応できるようにしてい

きたいと。職員の方の身分切りかえや新たな団

体の採用あっせんなどの対応も想定されますが、

現行の待遇が著しく低下しないように配慮して

いきたいというふうなことを基準に、これまで

２回、事務管理公社職員に対しての説明会を行

いました。 

１回目が６月30日でございまして、６月定例

会を受けまして、それまでの一連の報告という

形で、事務管理公社の消費税課税問題と組織の

見直しについてということで説明会を持たせて

いただいたところでございます。その中で、今

年度中に存廃も視野に入れて公社形態の見直し

を行い、来年度から新たな枠組みで対応してい

きたいという旨の説明を行ったところです。 

第２回目は８月12日に行っております。内容

につきましては、事務管理公社の縮小に伴う諸

条件の整理についてということでございまして、

この内容につきましては、それ以前に庁議を開

催いたしまして基本的に諸条件を整理したもの

を提示させていただきました。この中でも、公

社職員の処遇が著しく低下しないように配慮を

するということを基本にしておりますが、移行

先との関係もありまして、移行先に負担を強い

るような点につきましては除外せざるを得ない

部分も出てくるというふうに考えたところでご

ざいます。 

 実際に説明申し上げました諸条件の整理につ

きましては、一つ目には、公社職員は全員一た

ん退職扱いにするというふうなことでございま

す。これにつきましても、移行後につきまして

は、移行先の団体によって公社職員間の待遇に

格差が生じる可能性があるというふうなことで

ございます。これらのことから、存続する事務

管理公社も含め中小企業退職金制度には加入し

ないというふうなことで説明させていただきま

した。公社の存続と再雇用につきましては先ほ

ど市長が申し上げたとおりでございます。移行

する職員も全員雇用ということでお願いしてい

くということも申し上げました。現行給料の保

障につきましては、これも、本年４月１日現在

の給料表の額を固定しましてその給料表の中で
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昇給を行うが、 高号級者については現行どお

りストップになりますというふうに説明させて

いただいたところです。その他各種手当の支給

につきましては現状どおりでございます。就業

規則につきましては、現在、公社就業規則があ

りますが、これを適用するように委託団体に要

請していきたいというふうに申し上げました。

社会保険、労働保険の加入も現行と同様、厚生

年金、健康保険、労働保険に加入できるように

配慮していきたいというふうに考えております。

また、健康診断の実施につきましても、引き続

きできるように配慮していきたいというふうな

ところをご説明申し上げたところでございます。 

以上です。 

○大沼 久議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 それでは、私の方からお答

えいたします。 

 まず１点は、浄化槽設置工事の申請件数であ

りますが、直近の件数を申し上げまして36件で

ございます。地区別の件数では、36件中、伊佐

沢地区が14件、平野地区が７件、西根地区が６

件、豊田地区が５件、中央日の出町地区が２件、

ほか森、清水町、各１件でございます。 

 次に、発注状況のご質問でございます。 

８月末時点での申請36カ所中、35カ所につい

て、設置場所、設置希望日などを考慮しまして

第１工区から第11工区に分割して発注しており

ます。そのうち６カ所の工区が１件、５カ所ま

とめた工区が２件、４カ所工区が１件、３カ所

工区が１件、残り６件が２カ所工区となってお

ります。単独発注はございません。供用希望日

に係る工期の関係で２カ所工区が多くなりまし

たが、今後ともなるべくまとめて発注したいと

いうふうに考えております。 

なお、今年度中に次年度の申請希望者を対象

としました浄化槽事業説明会を開催する予定で

すので、平成18年度についてはもう少し計画的

にまとめて発注できるのではないかというふう

に思っております。 

 続きまして、放流先の同意関係でございます

が、ただいま申し上げました申請36カ所中、26

カ所が土地改良区の管理水路となっております。

土地改良区管理施設他目的使用の許可をこの場

合は必要としますので、土地改良区の許可条件

として下流側の維持管理会の承諾等が必要にな

るというふうにお聞きしております。この他目

的使用許可につきましては、昨年度から使用料

の減額とともに簡素化を図っていただくよう要

望申し上げておりますが、まだ合意には達して

おりません。今後とも、長井市が行う公共事業

として取り組んでいることをご理解いただきま

して、協議してまいりたいというふうに思って

おります。 

 なお、使用料の減額と簡素化を図る上で、改

良区側としての条件として市の申請が必要とい

うふうになるとすれば、その辺については前向

きに検討したいというふうに思っております。 

 次に、放流先の整備の関係でございますが、

25カ所が土地改良区の施設でありまして、その

ほか10カ所についてでございますが、そのうち

５カ所が市道側溝への放流先になっております。

残り５カ所が私道等の側溝に放流先となってお

ります。今のところ水路整備が必要とする箇所

しは発生しておりませんが、宅地回りに放流す

る水路がない場合などについては、今後とも個

人負担が余り大きくならないよう考慮していき

たいというふうに考えております。 

以上です。 

○大沼 久議長 ３番、大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 先ほど髙橋議員との重

複がありましたので同じような答弁をいただい

た部分がたくさんありましたけれども、何点か

再質問させていただきたいと思います。 

 私は、髙橋議員も言われましたけれども、こ

れ決して公社職員は自分の意思でころころ変わ

ったわけじゃないんですね。その時々の市長さ
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んというか責任者の考え方で変わってきた、そ

れに振り回されてきたということには間違いな

いわけです。私は、この処遇の関係については

先ほどの質問で申し上げたんですけれども、あ

るいはこれまでもいわゆる協働という事業をど

う進めるかというルールづくりのところで申し

上げてきているんですけれども、これ委託料を

どうするかという問題と大きくかかわるんです

ね、これからの先のものと。蒲生光男議員から

も、ことしの３月ですね、図書館の職員体制の

関係で、いわゆる定時補充職員の今の賃金をベ

ースにして、例えばそれなりの資格を持った人

とかそういう人たちの処遇が決まるという方式

はおかしいんじゃないかと、これは見直すべき

じゃないかというお話があったわけです。 

特に公民館主事というのは、先ほど申し上げ

たんですが、やはりこれ生涯教育のすごく重要

なところの核になる人なんですね。だから、こ

ういう人の仕事というのはまさに重要な仕事な

わけです。今までは事務管理公社ですから、事

務管理公社というのは市でやっているわけです

から、職員の給料表の低いところかどこかと合

わせてというか、そこに合わせてというやり方

をやってきているんですがね。今度は、具体的

に言うと委託料という中で積算していく、人件

費も積算していく。その担当というのは今度教

育委員会になるわけでしょう。だから教育委員

会でどうするかという問題でしょう。 

そうすると、今までは事務管理公社。ほとん

ど市の組織としていっていいですよね。そうい

うところで決めていく。今度は教育委員会でき

ちっと決めていかなければいけないと、こうい

う問題になると思うんですよ。そこのところか

らいうと、先ほど教育長が答弁されたように一

番よくわかっているわけです、主事の仕事とい

うのはですね、教育委員会が、担当所管が。だ

とすると、そこで積算する場合に、これぐらい

の処遇がやはりふさわしいだろうということを

もう一度きちっとやはり考えるべきじゃないか

と思うんですね。そういうことでこれは決めて

いくべき問題だと思うんです。 

中退金の問題だって、さっき言ったように本

人の意思で変わったわけじゃありませんから、

そのたびにいわば条件下がっていくということ

です、今度中退金に入らないということですか

ら。それはやはりちょっと考えるべきでないか

と私も思うんですよ、考えるべきだと。ですか

らその辺は、今はほかの、いわゆる事務管理公

社ばらばらになりますから、みんな一緒だから

中退金に入らないと、こうおっしゃっているん

ですけれども、そこは委託する側の市が、委託

料の中に中退金の加入の部分が入っていくとす

れば、それは委託料で払うわけですね、市とし

ては。そういう仕組みになるんじゃないかと私

は思うんですよ。だから、そういうことでやは

り考えていくべきじゃないかと私は思うんです。 

 ですから、今まではちょっと違うんだよね。

事務管理公社の職員ですから、事務管理公社の

賃金体系があって、そこに当てはめますという

ことで出しているわけです。今度は、運営協議

会で何でもいいんですけれども、委託料を出す

わけね、市側としては。委託料。だから委託料

の積算をどうするかという問題を、先ほども申

し上げたんですが、いろんなこれから民営化と

いうか民間委託という問題が出てきますから、

それらをやはり十分検討してこれからのあり方

というのはやはり考えるべきじゃないでしょう

かと、こういうふうに私は申し上げたいんです

が、その点についてまず市長のお考えをお伺い

したいと思います。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ご指摘をいただいた件について、

十分やはり検討していかなければいけないと私

も思います。 

 ただ、例えばですね、プラザのようなところ

がＮＰＯ等でおやりになるということになりま
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すと、そこにああいう皆さんが……それが必要

なのかどうかとか、やはり団塊の世代の皆さん

のかなり年上の皆さんがなっていらっしゃるな

んていうことが出てきたらどうするかとか、や

はりこれは考えなければならないこともあると

思うんですよ。現行の皆さんの待遇は、例えば

公民館等についてはご指摘なような方向でぜひ

検討させていただきたいと思いますが、この委

託をする場合のところは、相手側にも聞いてみ

なければいけませんし、相手側は相手側で、い

ろんなあれをやってくるけれども、こういうと

ころはこれでもういいんだと、これ以上はしな

いんだということに言われたら、それはやはり

押しつけるわけにもいかないのではないかと。

そういったところを考えているところでありま

す。ぜひ公民館主事についてはご指摘のような

部分を十分考えていきたいと思います。 

以上です。 

○大沼 久議長 ３番、大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 私は市長のおっしゃる

とおりだと思います。どういう業務をするかに

よっても変わってくる。だから蒲生光男議員が

おっしゃったのは、例えば図書館の司書という

資格を持っていて仕事をやるわけですね。だけ

れども、定時補充職員の賃金に当てはめて計算

すると。これは仕事を見ているわけじゃないわ

けですね。だから、そういうことをやはりこれ

からやっていかなければいけないんだと思うん

です。 

 それと同時に、小桜館の委託、ＮＰＯにしま

した。ところが現実を考えると、あれは 低賃

金かすかすぐらいじゃないですか、あの委託料

って。だから本当にそれでいいのかというとこ

ろを含めて、一定のそういうあり方というのは

これから検討しなければいけないんだと思うん

です。 

公民館の主事の方のはこれから十分検討され

るということですが、それ以外にも仕事によっ

てはいろんな、もちろん受託先との関係もあり

ますから、どう出すかというのは、例えば公募

するのかという問題もありますからね。その辺

のところは私が前から申し上げている、ルール

をやはりつくっていかなければいけないと申し

上げているのはそこなので、ぜひその中で委託

料のあり方も積算のあり方も含めてこれからや

はり十分検討されるべきでないかと思いますの

で、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 それから教育長にお伺いいたしますが、基本

的に私申し上げたいのは、公民館主事が今度、

例えば運営協議会がふさわしいだろうというさ

っきのお話ですから、そちらの方に雇用をお願

いしますと、雇用をお願いしていくと。これ、

これだけではないんですね、雇用をお願いして

いくだけじゃないんです。事務管理公社の単な

る消費税問題からも発したということでないと

市長もおっしゃっているし、恐らく教育長もそ

うだと思いますね。だとすれば、やはり公民館

のあり方、長井方式。もう一番 初に戻ってし

まう格好ですね。そうすると、さっき言ったよ

うにこれまでのことをやはり検証をもう１回し

て、それぞれの各地区の運営協議会でこれから

の公民館のあり方も含めて、私はこれを機会に

十分議論する必要あるんじゃないかと思うんで

す。 

 先ほどの教育長のお話ですと、雇用がそちら

で引き受ける場合には十分説明しますというお

話なんですが、そういうあり方で本当にいいの

かと。これからの公民館の活動のあり方、さっ

き言われましたように物すごく多様化していま

すので、そうすると、各地区公民館、今度運営

協議会にすべて雇用も含めてお願いしていくと

いうことになりますから、人事どうするかとい

う問題ありますね。雇用が各地区公民館の雇用

ですと、その人はそこだけずっといくという問

題ありますよね。じゃあマンネリ化というもの

が本当にそれでいいのか。いろんな問題出てく
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ると思うんですよ。 

 そういう意味からすると、私は今の段階で、

こういう検討段階の中で、これからの各地区公

民館のあり方というものをやはり議論していた

だくと。各地区の運営協議会でもいいんですが、

館長会でももちろんいいんですけれども、そう

いうことが必要でないかと思うんですが、その

点についてお伺いいたします。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 地区公民館を運営協議会に委

託した場合、やはり問題になるのは人事交流の

件です。これは固定されると思いますし、あと、

当分は共用事務というのは事務管理公社の職員

がやるわけですが、解体された場合にどうなる

のかという、そういう事務量の問題も出てくる

と思います。 

 先ほど申し上げましたように、事業評価です

ね。これについてはやはり運営協議会あたりで

もきちんと課題を明確にしていただいて、事業

に生かす方向での運営協議会のあり方というの

は当然求められてくると思います。そういう意

味で、運営協議会の役割というのはますます重

要になってくるなというふうには考えていると

ころです。 

○大沼 久議長 ３番、大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 ぜひ、やはりもう１回

原点に返るということは大変重要だと思うんで

すよ。恐らく16年ぐらいたっていますので、お

互いにやはり、まさにこれは単に地区公民館じ

ゃなくて、自治館、自治公民館の仕事も一部や

ったり、すごいですね、仕事はね。まさに地域

コミュニティーセンターみたいな役割ですよね、

今の各地区の公民館というのは。だからそうい

う意味でいうと、もちろん住民参加をいただい

ているわけですけれども、住民参加をよりやは

りしていただく、これからもお願いしていくと

いうかですね。これからの社会ってそうですか

ら、住民参加、まさに協働でやるということで

すので、もう一度やはりお互いにどうあるべき

かということを議論していくいい機会じゃない

かと、この機会はですね。そういうことでぜひ

とらえていただければと思います。 

 先ほど、今、運営協議会と館長、一緒になっ

ていますけれども、これ法的にいうとこの辺ち

ょっと違ってくるんじゃないかと思うんですね。

社会教育法でいうと、館長は教育委員会で任命

しますよね。ところが今度職員は、例えば運営

協議会の職員になりますと、これは任命権ない

んです、教育委員会は、多分。それでその管理

下に置くということでしょう、今度。だから、

その辺をもう１回やはり整理しなければいけな

いんじゃないかと私思うんですよ。だからその

辺のところをまさに申し上げているので、その

辺はぜひ大いに検討いただきたいと思います。 

 それから、そうなりますと今度中央公民館と

いう役割どうなるんですかという問題が出てく

るんですね。だから私はこれを機会に、さっき

から何度も申し上げていた、これを機会にやは

り長井市の公民館のあり方というものをもう１

回やはりきちっと考えたらどうなんですかと。

考えてみるいい機会じゃないんでしょうかとい

うことだと思うんです。 

佐賀県佐賀市の例、挙げました。ただ私、総

務・文教常任委員会で視察に行こうと思ったら、

６月の定例会でこれ何か否決されたんだそうで

す。どうなるかわかりませんけれども。ただ、

これは、直営からいわゆる運営協議会に委託す

るですから長井方式です、間違いなくね。それ

だけ進んでいるということなんですが、何かど

うも、インターネットで議会のいろんな検索し

ていますと、何か雇用条件が何歳から何歳まで

とかいろいろつけているんですね。その辺に対

しておかしいんじゃないかというのがあるみた

いなんですけれども。ただ、10月１日から何か

合併するものだから視察ちょっとお断りされま

して、またの機会に行ってみたいと思うんです
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けれども。 

 ここの資料ですと、こういうふうにやはり組

織図というのがきちっとなっているんですね。

これでいきますと、いわゆる中央公民館がまと

めるみたいな今やり方ですね。ところが、これ

はさっき言ったように私は丸投げじゃないかと。

教育委員会としての担当部署というのをきっち

り持ってやらなければいけないんじゃないかと

思うんです。そこで指導支援していくと。例え

ば文化生涯学習課かわかりませんけれども、そ

ういう位置づけにすべきではないかと。各地区

のやつは連合会があって、連合会という組織が、

人事だけじゃないんですね、これやるのは。そ

ういうこともやはり検討すべきじゃないかと私

は思うんです。ぜひその辺については十分にも

う一度考えていただきたいなというふうに思い

ます。 

 時間ありませんので、浄化槽の関係について、

36件ということで、恐らくこれは定着させてい

くという意味ではこれから重要かなと思ってい

ます。伊佐沢地区が非常に多いんですが、私も

この問題をずっと取り上げてから伊佐沢地区の

皆さんも熱心にこれ勉強していただきまして、

恐らく各伊佐沢の地域の中でこういうことでぜ

ひ整備いこうということになっているんじゃな

いかと思うんです。 

 その意味でいいますと、先ほど建設課長言い

ましたけれども、まだまだちょっと説明という

かＰＲというか、実態としてはまだまだその辺

は、わかっていない方が非常に多いんじゃない

かと思うんですね。そういう意味で、ＰＲ、説

明会、あるいは市報等を利用したり、大いにま

たＰＲしていただきたいと思います。 

 やはりここで問題になるのは放流先の問題な

んです。市長も大変これで苦労されていると思

いますが、現実にこの前もお話、実際にやって

いる方からあったんですけれども、自分の地域

の中で土地改良のいわゆる維持管理会ですか、

周りから同意をもらってこいと、こう言われた

と。もらったと。そうしたら、その下の地区の

同意ももらってこいと、こう言われたというん

ですね。これ大変なんです、本人が回って歩く

というのは。これでは恐らく普及しませんよね、

これでは。そこが私は非常に問題だろうと。で

すから、市の管理、設置型ですから、本来は市

が申請して、市が改良区とかなんかも含めて了

解とっていれば、本人そこまで行く必要ないん

だと思うんですよ。 

 やはり勘違いしているのは、合併浄化槽とい

うのは、それをやることによってむしろ河川っ

てね、流すところのもう浄化するわけですよね。

生活雑排水どんどん投げておいて、それを浄化

槽に変えるのに判こもらわなければいけないと

いうのは、非常に不自然な感じがまたするんで

す。そういう意味でいいますと、やはりまだま

だ、何ていうんですか、市としての啓蒙不足と

いうかそういう感じがするんですけれども、そ

れについてぜひ大いにその辺のご理解をいただ

く。土地改良区の方は市長の方でまたいろいろ

と交渉されるんでしょうけれども、なかなか難

しいようでございますが、ぜひそういう意味で

意識啓蒙活動をもう少しやっていただきたいな

と、こういうふうに思うんですが、その件につ

いて建設課長の考えをお伺いしたいと思います。 

○大沼 久議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。 

ご指摘のとおり、土地改良区の他目的使用許

可を受けるには下流側の維持管理会の承諾が必

要だというのは、これは、四つございますが、

各改良区とも同じような条件というふうにお聞

きしています。昨年度も要望としまして、まず、

非組合員の使用料の大分開きがございますので

減額と。それから、手続の簡素化についてお願

いをしているところであります。今年度になっ

てからも理事長等のお話をいただく機会があり

まして、その辺についてもお願いしております
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が、改良区理事会等でまだ合意を得ていないと

いうようなことで、なかなかまだこちらの要望

どおりにはまだ進んでいない状況であります。

今後とも粘り強く協議してまいりたいというふ

うに思っています。 

それから、先ほどの普及の関係でございます

が、昨年度もお話し申し上げましているとおり、

単独浄化槽の設置基数が2,000戸ほどございま

すので、これの切りかえは一番お金のかからな

い部分でありますから、この辺を解決しないと

浄化できないということもありまして、この辺

をもう少し啓蒙して切りかえていただくような

促進を図っていきたいというふうに考えており

ますので、今後ともご指導をお願いしたいと思

います。 

以上です。 

○大沼 久議長 ３番、大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 それぞれご答弁いただ

きましてありがとうございました。 

後に、先ほどの関係で、いわゆる事務管理

公社の業務ごとに委託をいろいろ受託先も含め

て考えると、こういうお話でございました。教

育委員会の公民館については今回取り上げたん

ですが、公民館以外の部分についても、やはり

単に消費税がかかった、それを今度細分化すれ

ば消費税かからない、そうすると委託先を今度

探すと、こういうことではなくてですね、すべ

てそうだと思うんですけれども、これからどう

あるべきかということをきっちり担当課で十分

議論していただく必要があるのではないかと思

うんです。そこをなくして受託先だけ探すとい

うのは、非常にこれからその辺についての考え

方はちょっと違うんじゃないかなと私は思うん

です。それらを十分、さっき言っているように、

下手するともう委託したからいいんだって丸投

げ状態にだけは絶対しちゃいけないですね。こ

れやりますと、恐らく市としてはサービス向上

になると思ったのが実はならなかったという問

題も出てくるわけでして、ぜひそういうことで

の検討、いわゆる来年の４月からの問題ですか

らまだ十分時間ありますので、そういう検討を

ぜひお願い申し上げまして質問を終わります。

ありがとうございました。 

 

 

     散    会 

 

 

○大沼 久議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は明日午前10時といたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

     午後 ４時２０分 散会 
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